
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
十
号

農
山
漁
村
電
気
導
入
促
進
法
施
行
令

内
閣
は
、
農
山
漁
村
電
気
導
入
促
進
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
三
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
、

第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
農
林
漁
業
団
体
）

第
一
条
　
農
山
漁
村
電
気
導
入
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
土
地
改
良

区
、
土
地
改
良
区
連
合
、
森
林
組
合
、
生
産
森
林
組

合
、
森
林
組
合
連
合
会
及
び
水
産
業
協
同
組
合
と
す

る
。

（
農
林
水
産
大
臣
の
指
導
）

第
二
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
は
、
同
条
に
規

定
す
る
農
林
漁
業
団
体
が
発
電
施
設
又
は
送
電
配
電
施

設
の
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
建
設
、
維
持
、
管
理
又
は

利
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す

る
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
三
条
　
法
第
七
条
に
規
定
す
る
指
導
の
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
法
人
に
対
す
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事

が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
第
一
条
に
規
定
す
る
法
人
で
そ
の
地
区
が
一
の
都

道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
法
人
が
主
た
る
出
資
者
と
な
つ
て

い
る
法
人
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

（
補
助
金
の
額
）

第
四
条
　
法
第
五
条
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
す
る
補
助
金
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
条
又
は

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
費
の
二
分
の
一
以
内
と

す
る
。

（
裁
定
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同

項
の
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
面
を
添
え
、
そ
の
申
請
に
係
る
発
電
施
設
又
は
送
電

配
電
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
六
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項

三
　
電
気
事
業
者
と
の
協
議
の
経
過

四
　
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
二
五
日
政
令
第
一

五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
一
一
日
政
令
第
二

八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
三

年
十
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第

四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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